
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和４年６月１４日（火） ９：０２～９：２０ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

金 子 恭 之 国務大臣（総務大臣） 

古 川 禎 久 国務大臣（法務大臣） 

林 芳 正 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

末 松 信 介 国務大臣（文部科学大臣） 

後 藤 茂 之 国務大臣（厚生労働大臣） 

金 子 原二郎 国務大臣（農林水産大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

山 口 壯 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

牧 島 かれん 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

西 銘 恒三郎 国務大臣（復興大臣、内閣府特命担当大臣） 

二之湯 智 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

野 田 聖 子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

山 際 大志郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小 林 鷹 之 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

若 宮 健 嗣 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件 ８件 

○国会提出案件 ２１件 

○公布（条約） ６件 

○公布（法律） ７件 

○政令 ６件 

○人事 １件 

○報告 １件 

いずれも、案件表のとおり、決定等となった。 
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議事内容： 
○松野国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

まず、閣議案件について、木原副長官から御説明申し上げます。 
○木原内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「万国郵便連合憲

章の追加議定書等」及び「日・スイス租税条約改正議定書」の締結及び公布につい

て、御決定をお願いいたします。これらの条約は、今国会で承認を得たものであり

ます。 
次に、「２０２７年国際園芸博覧会の認定申請」について、御決定をお願いいたし

ます。本件につきましては、後程、国土交通大臣から御発言があります。 
次に、信・解任状に認証を仰ぐことについて、御決定をお願いいたします。本件

は、「ガンビア国」及び「ソマリア国」駐箚特命全権大使の異動に伴い、交付すべき

信任状及び解任状であります。 
次に、「子供・若者白書」、「高齢社会白書」、「障害者白書」、「交通安全白書」、「男

女共同参画白書」、「少子化社会対策白書」及び「科学技術・イノベーション白書」

について、御決定をお願いいたします。後程、「子供・若者白書」、「男女共同参画白

書」及び「少子化社会対策白書」につきましては、野田大臣から、「高齢社会白書」、

「障害者白書」及び「交通安全白書」につきましては、若宮大臣から、「科学技術・

イノベーション白書」につきましては、文部科学大臣及び小林大臣から御発言があ

ります。 
次に、質問主意書に対する答弁書１４件について、お手元の資料のとおり、御決

定をお願いいたします。 
次に、法律の公布について、御決定をお願いいたします。「建築物省エネ法等の一

部改正法」外６件が、昨日の参議院本会議において、可決成立したものであります。 
次に、政令６件について、御決定をお願いいたします。まず、「福島復興再生特措

法の一部改正法の施行期日令」は、同改正法の施行期日を本年６月１７日とするも

のであり、「同改正法の施行に伴う関係整備政令」は、新設される福島国際研究教育

機構の設立・運営に必要となる事項等を定めるものであります。 
次に、「教育職員免許法施行令の一部改正令」は、教育公務員特例法及び教育職員

免許法の一部改正法の施行に伴い、規定の整理を行うものであります。 
次に、「児童福祉法施行令の一部改正令」は、児童相談所を設置する市として東京

都豊島区を追加するものであります。 
次に、「貿易保険法の一部改正法の施行期日令」は、同改正法の施行期日を本年７

月１日とするものであり、「貿易保険法施行令の一部改正令」は、同改正法の施行に

伴い、スワップ取引保険の対象となる債権等を定めるものであります。 
次に、人事案件について、申し上げます。成井洋四外１４４名の叙位又は叙勲に

ついて、御決定をお願いいたします。 
次に、「令和３年度人事院年次報告書」について、御報告があります。本件は、人

材確保に向けた国家公務員採用試験の課題と今後の施策等について、報告されたも

のであります。 
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次に、件名外案件について、申し上げます。まず、「使用済燃料の輸送及び再処理

等に関する書簡」をフランスとの間に交換することについて、御決定をお願いいた

します。本件は、使用済燃料の再処理期間等について、取り極めるものであります。

なお、相手国政府との署名まで不公表といたしたいので、御了承をお願いいたしま

す。 
次に、「円借款の供与に関する書簡」をセネガルとの間に交換することについて、

御決定をお願いいたします。本件は、「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ支援プロ

グラム」に、１００億円を限度とする円借款を供与することについて、取り極める

ものであります。なお、相手国政府との書簡交換まで不公表といたしたいので、御

了承をお願いいたします。 
○松野国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、国土交通大臣。 
○斉藤国務大臣：２０２７年に開催する国際園芸博覧会の博覧会国際事務局に対する

認定申請について御説明申し上げます。本件は、令和元年９月に開催された国際園

芸家協会総会で、開催が認められた２０２７年国際園芸博覧会の認定申請について、

閣議の決定を求めるものであります。その内容は、第１に、国際博覧会条約第６条

の規定に基づき、博覧会国際事務局に対し、「幸せを創る明日の風景」をテーマとし

て、本博覧会の認定申請を行うものとすること、第２に、本博覧会の会期は、令和

９年３月１９日から同年９月２６日までとすること、第３に、政府は、開催国の義

務を果たすために必要な措置を講ずるものとすること、であります。今後、本年１

１月に予定されている博覧会国際事務局総会における認定承認に向けて努力して

まいりますので、引き続き関係閣僚の皆様の、一層の御協力をお願いいたします。 
○松野国務大臣：次に、野田大臣。 
○野田国務大臣：各基本法等に基づき、「子供・若者白書」、「男女共同参画白書」及び

「少子化社会対策白書」を毎年、国会に提出しています。子供・若者白書では、特

集として、こども家庭庁の創設に向けた動きを紹介するとともに、昨年に引き続き

子ども・若者に関するデータを分かりやすく示した「子供・若者インデックスボー

ド」を掲載しています。また、各府省が講じた施策に加え、地方公共団体や民間に

おける先進事例も紹介しています。男女共同参画白書では、特集の中で、人生１０

０年時代を迎え、女性の半数以上が９０歳まで生き、離婚件数は結婚件数の３分の

１に上り、５０歳時点で配偶者のいない人の割合が男女ともに約３割に達するなど、

家族の姿や人々の人生が大きく変化・多様化した実態をエビデンスに基づき明らか

にしています。その上で、昭和の時代に作られた制度・慣行等が実態から乖離する

ことによる諸課題と、幅広い分野で制度・政策を見直していくことの必要性を指摘

しております。少子化社会対策白書では、特集として、新型コロナウイルス感染症

影響下における結婚・出産の推移や意識の変化について概観するとともに、不安に

寄り添いながら、安心して結婚、妊娠・出産、子育てができる環境整備に向けた取

組などについて、事例を取り上げて紹介しております。全ての子ども・若者が自ら

の居場所を得て、成長・活躍できる社会の実現に向けて、また、女性が経済的に自

立して尊厳と誇りをもって人生を送ることができる国にするため、さらに、少子化
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対策の推進のため、閣僚の皆様には、一層の御協力をお願い申し上げます。 
○松野国務大臣：次に、若宮大臣。 
○若宮国務大臣：各基本法に基づき、「高齢社会白書」、「障害者白書」及び「交通安全

白書」を毎年、国会に提出しています。高齢社会白書では、特集として、生きがい

に着目して分析を行っており、例えば、情報機器を利用している高齢者の方が生き

がいを感じていることを紹介しています。障害者白書では、事業者による合理的配

慮の提供を義務付ける「改正障害者差別解消法」の施行に向けた動きなどを紹介し

ています。交通安全白書では、特集として、昨年８月に策定した「通学路等におけ

る交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」の主な進捗状況等を紹介し

ています。通学路の対策必要箇所は、令和５年度末までにおおむね対策を完了でき

るよう取組を進めることとしています。また、年齢や障害の有無等にかかわりなく

安全に安心して暮らせる「共生社会」の実現に向け、閣僚の皆様には、一層の御協

力をお願い申し上げます。 
○松野国務大臣：次に、文部科学大臣。 
○末松国務大臣：「令和３年度科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報

告」について一言申し上げます。今回の年次報告では、我が国の研究力の現状と課

題を分析し、近年の科学技術・イノベーション政策を概観するとともに、科学技術

立国の実現に向けた最新の取組を紹介しています。文部科学省としては、内閣府を

はじめとした関係府省と連携しつつ、科学技術立国の実現に向け、全力で取り組ん

でまいります。 
○松野国務大臣：次に、小林大臣。 
○小林国務大臣：成長戦略の柱である科学技術立国を実現するためには、多様なデー

タから我が国の研究力を分析した上で、効果的に人材育成、研究環境整備、研究開

発及びその成果の社会実装等に取り組んでいく必要があります。今回の年次報告で

は、このような点について、事例も含め、分かりやすく解説されており、大変意義

深いと考えております。引き続き、関係閣僚と連携し、科学技術・イノベーション

政策に取り組んでまいりますので、御支援・御協力をお願い申し上げます。 
○松野国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 
なお、海外出張された山際大臣の帰朝報告は、お手元の資料のとおりです。 
御発言はございますか。 
無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 

4



令和４年 

６月 14日 

◎ 一 般 案件

1. 万 国 郵 便連 合憲 章 の 第１ １追 加 議 定書 の批 准

   ○ 1. 万 国 郵 便連 合憲 章 の 第１ ０追 加 議 定書 及び 万

国 郵 便 連合 一般 規 則 の第 ２追 加 議 定書 への 加

入

1. 万 国 郵 便連 合一 般 規 則の 第３ 追 加 議定 書及 び

万 国 郵 便条 約の 承 認

に つい て （ 決定 ） （外 務省 ） 

〃 ○所 得に 対 す る租 税に 関 す る二 重課 税 の 回避 のた め

の 日本 国 と スイ スと の 間 の条 約を 改 正 する 議定 書

の 効力 発 生 のた めの 通 告 につ いて （ 決 定 )( 同上 ）

〃 ○２ ０２ ７ 年 国際 園芸 博 覧 会の 博覧 会 国 際事 務局 に

対 する 認 定 申請 につ い て （決 定）

 （ 国 土 交通 ・外 務 ・ 農林 水産 ・ 経 済産 業省 ） 

   ☆ガ ンビ ア 国 駐箚 特命 全 権 大使 伊澤  修 外１ 名に 交 

付 すべ き 信 任状 及び 前 任 特命 全権 大 使 新井 辰夫 外 

１ 名の 解 任 状に つき 認 証 を仰 ぐこ と に つい て 

（ 決定 ）              （外 務省 ） 

◎ 国 会 提出 案件

   ○「 令和 ３ 年 度子 ども ・ 若 者の 状況 及 び 子ど も・ 若

者 育成 支 援 施策 の実 施 状 況」 につ い て （決 定）

 （ 内 閣府 本府 ） 

〃 ○「 令和 ３ 年 度高 齢化 の 状 況及 び高 齢 社 会対 策の 実

施 状況 」 及 び「 令和 ４ 年 度高 齢社 会 対 策」 につ い

て （決 定 ）              （ 同上 ）

〃 ○「 令和 ３ 年 度障 害者 施 策 の概 況」 に つ いて

（ 決定 ） （ 同上 ） 

〃 ○「 令和 ３ 年 度交 通事 故 の 状況 及び 交 通 安全 施策 の

現 況」 及 び 「令 和４ 年 度 交通 安全 施 策 に関 する 計

画 」に つ い て（ 決定 ）         （ 同上 ）

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り  

資 料
な し

資 料
あ り
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   ○「 令和 ３ 年 度男 女共 同 参 画社 会の 形 成 の状 況」 及 

    び 「令 和 ４ 年度 男女 共 同 参画 社会 の 形 成の 促進 施 

    策 」に つ い て（ 決定 ）      （ 内 閣府 本府 ） 

 〃  ○「 令和 ３ 年 度少 子化 の 状 況及 び少 子 化 への 対処 施 

    策 の概 況 」 につ いて （ 決 定）      （ 同上 ） 

 〃  ○「 令和 ３ 年 度科 学技 術 ・ イノ ベー シ ョ ン創 出の 振 

    興 に関 す る 年次 報告 」 に つい て（ 決 定 ） 

                   （ 文 部科 学省 ） 

     1. 衆 議 院 議員 井坂 信 彦 （立 民） 提 出 褒章 及び 叙 

      勲 受 章 者の 伝達 式 に 関す る質 問 に 対す る答 弁 

      書 に つ いて （決 定 ）     （ 内 閣府 本府 ） 

 〃  ○  1. 参 議 院 議員 塩村 あ や か（ 立憲 ） 提 出ロ グイ ン 

      時 等 の 通信 に係 る 発 信者 情報 の 開 示に 関す る 

      質 問 に 対す る答 弁 書 につ いて （ 決 定） 

                     （総 務省 ） 

     1. 参 議 院 議員 石橋 通 宏 （立 憲） 提 出 我が 国に お 

      け る 難 民認 定の 状 況 に関 する 質 問 に対 する 答 

      弁 書 に つい て（ 決 定 ）      （法 務省 ） 

     1. 衆 議 院 議員 松原 仁 （ 立民 ）提 出 ジ ェノ サイ ド 

      に 関 与 した 者の 入 国 拒否 等に 関 す る質 問に 対 

      す る 答 弁書 につ い て （決 定）   （外 務省 ） 

     1. 衆 議 院 議員 井坂 信 彦 （立 民） 提 出 いじ めの 重 

      大 事 態 の認 定に 関 す る質 問に 対 す る答 弁書 に 

      つ い て （決 定）       （ 文 部科 学省 ） 

     1. 衆 議 院 議員 井坂 信 彦 （立 民） 提 出 国立 競技 場 

      及 び 周 辺整 備に 関 す る質 問に 対 す る答 弁書 に 

      つ い て （決 定）          （ 同上 ） 

     1. 衆 議 院 議員 大河 原 ま さこ （立 民 ） 提出 居宅 介 

      護 支 援 有料 化に 関 す る質 問に 対 す る答 弁書 に 

      つ い て （決 定）       （ 厚 生労 働省 ） 

     1. 衆 議 院 議員 大河 原 ま さこ （立 民 ） 提出 介護 認 

      定 に お ける 不服 審 査 に関 する 質 問 に対 する 答 

      弁 書 に つい て（ 決 定 ）       （ 同上 ） 

資 料  
あ り  
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     1. 参 議 院 議員 舩後 靖 彦 （れ 新） 提 出 障害 のあ る 

      労 働 者 に対 する 労 災 認定 基準 に 関 する 質問 に 

      対 す る 答弁 書に つ い て（ 決定 )( 厚 生 労 働省 ） 

     1. 衆 議 院 議員 井坂 信 彦 （立 民） 提 出 木材 の高 騰 

      （ ウ ッ ドシ ョッ ク ） に対 する 政 府 の対 策に 関 

      す る 質 問に 対す る 答 弁書 につ い て （決 定） 

                   （ 農 林水 産省 ） 

     1. 衆 議 院 議員 鈴木 敦 （ 国民 ）提 出 四 大工 業地 帯 

      に 所 在 する 地方 自 治 体の 工業 用 水 道更 新に 係 

      る 事 業 に対 する 国 の 補助 に関 す る 質問 に対 す 

      る 答 弁 書に つい て （ 決定 ）  （ 経 済産 業省 ） 

     1. 参 議 院 議員 舩後 靖 彦 （れ 新） 提 出 自治 体の ラ 

      イ フ ジ ャケ ット レ ン タル 制度 へ の 助成 に関 す 

      る 質 問 に対 する 答 弁 書に つい て （ 決定 ） 

                   （ 国 土交 通省 ） 

     1. 衆 議 院 議員 井坂 信 彦 （立 民） 提 出 自衛 隊に お 

      け る ド ロー ンの 活 用 に関 する 質 問 に対 する 答 

      弁 書 に つい て（ 決 定 ）      （防 衛省 ） 

     1. 衆 議 院 議員 奥野 総 一 郎（ 立民 ） 提 出「 専守 防 

      衛 」 及 び「 サイ バ ー 攻撃 」に 関 す る質 問に 対 

      す る 答 弁書 につ い て （決 定）    （ 同上 ） 

 

◎ 公 布 （条 約） 

     1. 万 国 郵 便連 合憲 章 の 第１ ０追 加 議 定書 

      （ 決 定 ） 

   ☆  1. 万 国 郵 便連 合憲 章 の 第１ １追 加 議 定書 

      （ 決 定 ） 

     1. 万 国 郵 便連 合一 般 規 則の 第２ 追 加 議定 書 

      （ 決 定 ） 

     1. 万 国 郵 便連 合一 般 規 則の 第３ 追 加 議定 書 

      （ 決 定 ） 

     1. 万 国 郵 便条 約（ 決 定 ） 

                     （外 務省 ） 

資 料  
な し  
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   ☆所 得に 対 す る租 税に 関 す る二 重課 税 の 回避 のた め 

    の 日本 国 と スイ スと の 間 の条 約を 改 正 する 議定 書 

    （ 決定 ）              （外 務省 ） 

 

◎ 公 布 （法 律） 

     1. 脱 炭 素 社会 の実 現 に 資す るた め の 建築 物の エ 

      ネ ル ギ ー消 費性 能 の 向上 に関 す る 法律 等の 一 

      部 を 改 正す る法 律 （ 決定 ） 

   ☆  1. 刑 法 等 の一 部を 改 正 する 法律 （ 決 定） 

     1. 刑 法 等 の一 部を 改 正 する 法律 の 施 行に 伴う 関 

      係 法 律 の整 理等 に 関 する 法律 （ 決 定） 

     1. 電 気 通 信事 業法 の 一 部を 改正 す る 法律 

      （ 決 定 ） 

     1. 労 働 者 協同 組合 法 等 の一 部を 改 正 する 法律 

      （ 決 定 ） 

     1. 在 外 教 育施 設に お け る教 育の 振 興 に関 する 法 

      律 （ 決 定） 

     1. 石 綿 に よる 健康 被 害 の救 済に 関 す る法 律の 一 

      部 を 改 正す る法 律 （ 決定 ） 

 

     ◎政  令 

   ○福 島復 興 再 生特 別措 置 法 の一 部を 改 正 する 法律 の 

    施 行期 日 を 定め る政 令 （ 決定 ）    （復 興庁 ） 

 〃  ○福 島復 興 再 生特 別措 置 法 の一 部を 改 正 する 法律 の 

    施 行に 伴 う 関係 政令 の 整 備に 関す る 政 令（ 決定 ） 

                 （復 興 庁 ・財 務省 ） 

 〃  ○教 育職 員 免 許法 施行 令 の 一部 を改 正 す る政 令 

    （ 決定 ）            （ 文 部科 学省 ） 

 〃  ○児 童福 祉 法 施行 令の 一 部 を改 正す る 政 令（ 決定 ） 

                   （ 厚 生労 働省 ） 

 〃  ○貿 易保 険 法 の一 部を 改 正 する 法律 の 施 行期 日を 定 

    め る政 令 （ 決定 ）        （ 経 済産 業省 ） 

 〃  ○貿 易保 険 法 施行 令の 一 部 を改 正す る 政 令（ 決定 ） 

                      （ 同上 ） 

資 料  
な し  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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◎ 人  事 

   ☆元 海上 保 安 官成 井洋 四 外 １４ ４名 の 叙 位又 は叙 勲 

    に つい て （ 決定 ） 

 

◎ 報  告 

   ☆令 和３ 年 度 人事 院年 次 報 告書    （ 内閣 官房 ） 

 

 

〔 ○ 署 名あ り  ☆ 署 名な し〕 

 

 

 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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令和４年 

６月 14日 

 

◎ 一 般 案件        

   ○ 日本国 政 府 とフ ラン ス 共 和国 政府 と の 間の 使用 済 

    燃料の 輸 送 及び 再処 理 、 放射 性廃 棄 物 の返 還等 に 

    関する 書 簡 の交 換に つ い て（ 決定 ）  （外 務省 ） 

 〃  ○ 円借款 の 供 与に 関す る 日 本国 政府 と セ ネガ ル共 和 

    国政府 と の 間の 書簡 の 交 換に つい て （ 決定 ） 

                      （ 同上 ） 

 

 

〔 ○ 署 名あ り  ☆ 署 名な し〕 

（ 火 ）   件 名 外 案 件 

資 料  
な し  
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